
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管課  水産課    

法令名 漁業法 法令番号 昭和２４年法律第２６７号 

手続名 個別漁業権の移転の認可 根拠条項 第７９条第１項 
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 １ 次の各号のいずれかの場合に該当すること 
 
  ・滞納処分による場合 
  ・先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合 
  ・法第八十条第二項の規定により通知を受けた者が譲渡する場合 
 
 ２ 次の各号に該当すること 
 
  ・法第七十二条第一項又は第二項に規定する適格性を有する者に移転すること 
  ・個別漁業権が先取特権又は抵当権の目的である場合において、法第八十条第二項の規定により通知を受けた者がこれを漁業協同

組合又は漁業協同組合連合会に譲渡するときは、免許漁業原簿に登録した先取特権者又は抵当権者の同意を得ていること 
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